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第１  は じ め に  

１  本別冊Ｅ の 目的 

本別冊Ｅ は 、 上告人ら を 含む性的少数者が 、 国や社会か ら 「 異質」 な

存在と し て 扱わ れ、 一人ひと り が 有する か け が え の な い 人生の 多く の 時

間を 葛藤と 苦痛の 中に 費やさ ざ る を 得ず、 そ の 尊厳を 毀損さ れて い る こ

と 、そ し て 、こ の よ う に し て 奪わ れた 尊厳を 根底か ら 回復する た め に は 、

法律上同性の カ ッ プ ルの 関係が 法律上異性の カ ッ プ ルと 同様に 、 婚姻に

よ り 社 会的に 承認 さ れ る こ と が 不可 欠で あ る こ と を 明 ら か に する こ と

を 目的と する 。  

な お、 本別冊Ｅ は、 ２ ０ ２ ３ 年９ 月２ １ 日付原告ら 第２ ７ 準備書面を

ベース に 適宜 表現 を 調整 する な ど の 修正を 施し て 作成 さ れ た も の で あ

る 。  

 

２  導入 

現在、 法律上同性の カ ッ プ ルは、 現行の 法律婚制度か ら 排除さ れて お

り 、 婚姻し た 法律上異性の カ ッ プ ルと 同等の 社会的承認を 得る こ と が で

き な い 。 現行の 法律婚制度か ら の 排除は 、 ト ラ ン ス ジ ェ ン ダ ー、 同性愛

者な ど の 性的マ イ ノ リ テ ィ に 対する 一般的な 差別意識と 相ま っ て 、 法律

上同性の カ ッ プ ルの 関係が 社会的に 認め ら れな い も の 、 法律上異性の カ

ッ プ ルよ り も 劣後する も の と い う 強烈な 差別意識を 生みだ し 、 社会に お

い て そ の よ う な 差別意識を 空気の よ う に 充満さ せて い る 。 そ の 結果、 家

族や友人、 職場の 同僚な ど に よ ほ ど の 理解が な い 限り 、 性的マ イ ノ リ テ

ィ は 、 そ の 望む相手（ 法律上同性の パート ナー） と 親密な 関係を 築き 共

に 生き て い く こ と 自体を 拒絶さ れる 、 あ る い は 歓迎さ れ な い と い う 事態

に 直面し 、 苦悩する 。  

社会 に 空 気の よ う に 充 満し た 差 別意 識は 性的マ イ ノ リ テ ィ と い う 属
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性に 対する 負の イ メ ージ （ ス テ ィ グ マ ） を 醸成する 。 そ し て 、 ス テ ィ グ

マ は 、 性的マ イ ノ リ テ ィ の 人格的生存の 重大な 脅威と な り 、 性的マ イ ノ

リ テ ィ 当事者に 精神的苦痛を 生じ さ せる 。  

こ の よ う な 人 格的 生存 を 脅 か す ス テ ィ グ マ は 性的 マ イ ノ リ テ ィ 当事

者及び社会に と っ て 有害無益な も の で あ り 、 直ち に 解消さ れな け ればな

ら な い 。  

ス テ ィ グ マ 解消の た め に は 、 法律上同性の カ ッ プ ルに も 現行の 法律婚

制度の 享有主体性を 認め る こ と が 不可欠で あ る 。 そ の こ と は「 個人の 尊

重」（ 憲法１ ３ 条） 及び「 個人の 尊厳」（ 憲法２ ４ 条２ 項） の 原理か ら の

要請で も あ る 。  

以下で は、 ま ず、 性的マ イ ノ リ テ ィ が 多数派で あ る シ ス ジ ェ ン ダ ーの

異性愛 者と 異 な る 性的指 向又は 性自 認と い う 属性 に 伴 う ス テ ィ グ マ に

よ り そ の 生存に 著し い 支障を き た し て い る こ と を 述べ（ 以下、 第２ ）、 次

い で 、 法律上同性の カ ッ プ ルを 現行の 法律婚制度か ら 排除し て い る こ と

が 、 性的マ イ ノ リ テ ィ に 対する ス テ ィ グ マ の 大き な 要因に な っ て い る こ

と（ 以下、 第３ ）、 現行の 法律婚制度か ら の 排除が も た ら すス テ ィ グ マ の

解消の た め に は 、 法律上同性の カ ッ プ ルに も 現行の 法律婚制度の 享有主

体性を 認め る ほ か な く 、 そ れが 、 憲法２ ４ 条１ 項、 同２ 項及び憲法１ ４

条１ 項の 要請で あ る こ と （ 以下、 第４ ） に つい て 述べる 。  

 

第２  性的少数者に 対し ス テ ィ グ マ 一般が 与え る 影響 

１  はじ め に  

ス テ ィ グ マ と は 、 偏見や差別の 対象と な る 属性に 伴う 負の イ メ ージ を

意味する 言葉で あ る 。 そ し て 、 象徴的に 負の イ メ ージ と し て 意味づけ ら

れた カ テ ゴ リ ーに 属する と さ れた 者は、 そ の こ と を 理由と し て 差別の 対

象と な っ て し ま う 。  
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性的少数者の 場合、 多数派で あ る シ ス ジ ェ ン ダ ーの 異性愛者と 異な る

性的指 向又は 性自 認と い う 属性 に 伴 う 負の イ メ ー ジ に よ っ て 差別の 対

象と な る 。  

ス テ ィ グ マ は、 当該属性の みを 理由に 避け る ・ 無視する と い っ た 拒否

的な 態度や、 属性の みを 理由に 馬鹿に し 、 劣っ た も の と し て 扱う 態度、

ヘイ ト ス ピ ーチ 等、 様々な 形で 発露し 、 性的少数者に 精神的苦痛を 生じ

さ せる 。  

ま た 、 社会生活の 中で ス テ ィ グ マ に さ ら さ れ続け る こ と で 、 性的少数

者自身が 、 ス テ ィ グ マ を 内在化さ せ、 強い 心理的ス ト レ ス を 抱え る こ と

も あ る （ 甲Ａ ４ ３ ４ ［ ３ ２ ２ 頁］）。 内在化さ れた ス テ ィ グ マ は、 性的少

数者の ア イ デン テ ィ テ ィ の 分離・ 否定を 生じ さ せ、 孤立感や自己憎悪を

も た ら し 、 性的少数者の 感情を 混乱状態に 置き 続け 、 究極的に は主観的

な 幸福感に 害を 与え る 。（ 甲Ａ ４ ３ ４ ［ ３ ２ １ 頁か ら ３ ２ ３ 頁］）。  

 

２  上告人ら 性的少数者が 抱え る ス テ ィ グ マ と そ の 影響 

１ で 述べた こ と は、 弁護団が 実施し た ア ン ケ ート 調査（ そ の 概要に つ

い て は 原告ら 第１ １ 準備書面１ ４ 頁か ら ２ ０ 頁、 甲Ａ ２ ８ ９ を 参照） に

加え 、 上告人ら の 陳述書で の 以下の よ う な 供述か ら も 裏付け ら れる 。  

 

( 1)  自身の 性的指向・ 性自認を 自覚する こ と に よ る 不安、 戸惑い  

上告人ら を 含め た 性的少数者に は、 社会内の ス テ ィ グ マ 又は 自身に 内

在化し て い た ス テ ィ グ マ の 影響で 、 自身の 性的指向・ 性自認を 自覚する

こ と で 、 不安や戸惑い を 覚え る 者が 多く い る 。  
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( 2)  周囲に 打ち 明け ら れな い 苦し み 

社会内の 性的少数者に 対する ス テ ィ グ マ の 影響で 、 差別や偏見の 対象

と な る こ と を おそ れ、 周囲に 自身の 性的指向・ 性自認を 打ち 明け ら れな

い 苦し みを 抱え る こ と も あ る 。  
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( 3)  周囲か ら の 迫害・ 拒否的反応 

ス テ ィ グ マ は、 性的少数者に 対する 拒否的反応・ 嫌が ら せと い っ た 形

で 発露する こ と も あ り 、 性的少数者に 精神的苦痛を 与え た り 、 当事者の

社会生活を 阻害する と い っ た 不利益を 生じ さ せる 。  
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( 4)  家族に すら 自分の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 打ち 明け る こ と の で き な い 苦

し み 

マ イ ノ リ テ ィ に 対 する 差別 は そ の 属 性が 少数派で あ れ ばい か な る 程

度・ 範囲に おい て も 存在する 。 こ の 場合、 い わ ゆ る 国籍差別や民族差別

に おい て は 、 家族と い う 単位は 同じ 「 マ イ ノ リ テ ィ 」 側に 属し 、 互い に

支え 合っ て 生き る こ と が 出来る 。 し か し 、 性的少数者は、 家族の 中で も

マ イ ノ リ テ ィ に 属する こ と に な る 。  

ス テ ィ グ マ の 存在か ら 、 自身の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 家族へ打ち 明け た

場合に こ れを 認め て も ら え な い の で はな い か 、 家族と し て の 関係を 否定

さ れる の で は な い か と い っ た 不安を 抱き 、 自身の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 知

ら れ な い よ う に 自 己を 隠 し て 生 き な け れ ばな ら な い と い う 苦 し みを 抱

え る 性的少数者も い る 。  

 

 

1 令和６ 年（ ネ オ ） 第９ ３ ６ 号上告提起事件等 

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
【リンクはご自由にお貼りください】
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( 5)  打ち 明け た 相手か ら 拒絶さ れる こ と の 絶望感・ 孤立 

性的少数者が 勇気を 出し て 自身の 性的指向・ 性自認を 他者に 打ち 明け

て も 、 打ち 明け た 相手が 性的少数者に 対する ス テ ィ グ マ を 有し て い た た

め に 拒絶さ れ、 傷つき 、 絶望する こ と も 少な く な い 。 ま た 、 打ち 明け た

他者か ら の 拒絶の 経験を 経て 、 再び傷つく こ と を おそ れ、 自身の 性的指

向・ 性自認を 隠そ う と 、 周囲か ら 孤立する 性的少数者も 少な く な い 。  

 

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
【リンクはご自由にお貼りください】
東京二次訴訟上告審提出の書面です。
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( 6)  周囲か ら 拒絶さ れる こ と に よ る 自己否定 

社会に 自身が 受け 入れら れな い 、 本来の 自身を 打ち 明け る こ と が で き

な い と い う 空気（ ス テ ィ グ マ ） に 曝さ れ 続け る こ と で 、 自身の セ ク シ ュ

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
【リンクはご自由にお貼りください】
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ア リ テ ィ を 否定し 、 そ の よ う な （ 性的指向を 抱く ） こ と は 誤り で あ る 、

否定さ れる べき こ と で あ る と い う よ う に 、 敢え て 自己否定する こ と に よ

っ て 自身を 守ろ う と する 性的少数者も 多く 存在する 。  

さ ら に 、 性的少数者自身が ス テ ィ グ マ を 内在化さ せ（ すな わ ち 、 社会

に 存在する 負の イ メ ージ や差別意識を 内面化さ せ）、 心理的ス ト レ ス 等

を 抱え る と い っ た 現象が 生じ る 場合も あ る 。  

 

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
【リンクはご自由にお貼りください】
東京二次訴訟上告審提出の書面です。
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( 7)  周囲の 無理解と 自身が 「 普通で あ る こ と 」 を 周囲に 示し 続け な け れ

ばな ら な い 苦痛 

ス テ ィ グ マ に よ っ て 生じ る 周囲の 無理解に 苦し み、 差別や偏見の 対象

と な ら な い た め に 、「 普通で あ る こ と 」 を 周囲に 示し 続け よ う と し て 生

じ る 苦痛も あ る 。  

 

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
【リンクはご自由にお貼りください】
東京二次訴訟上告審提出の書面です。
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( 8)   小括 

以上の と おり 、 上告人ら を 含め た 性的少数者は、 子ど も 時代か ら 現在

に 至る ま で 、 日常生活の 中で 様々な ス テ ィ グ マ に よ る 影響を 受け て き た 。 

こ れら ス テ ィ グ マ に よ る 影響で 、 性的少数者は 自分ら し く 生き る こ と 、

すな わ ち 自己の 性的指向・ 性自認を 否定さ れずに 日常生活を 営むこ と を

阻害さ れ、 心理的ス ト レ ス に さ ら さ れて い る 。 そ し て 、 こ の 心理的ス ト

レ ス は ス テ ィ グ マ が 解消さ れな い 限り 継続的に 生じ 続け 、 性的少数者の

人格的生存への 重大な 脅威と な る 。  

 

３  行動 疫学 調査 か ら 判明 し た 性的 少数 者に 対する ス テ ィ グ マ の 影 響の

数量的実態 

ス テ ィ グ マ の 影響 で 性 的少 数者 の 生 存に 著し い 支 障を き た し て い る

こ と は 、 長年、 厚生労働科学研究費補助金エ イ ズ 対策研究事業（ 現・ エ

イ ズ 対策政策研究事業） の 研究代表者を 務め た 宝塚大学の 日高康晴教授

に よ る 行動疫学調査か ら も 裏付け ら れる 。 日高教授は 、 ２ ０ 年以上前の

１ ９ ９ ８ 年か ら 性 的少数 者を 対 象に し て 様々な 行 動疫 学調査 を 実施 し

て き た 。 そ の 行動疫学調査結果の 概要は 次の と おり で あ る 。  

 

( 1)  行動疫学調査結果の 概要 

ア  教育現場に おけ る 同性愛に つい て の 情報提供の 態様 

ゲ イ ・ バイ セ ク シ ュ ア ルの 男性当事者が 教育現場で 同性愛に つい て ど

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
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の よ う な 情報提供を さ れて き た の か に つい て 、 日高教授は同じ 集団を 対

象に １ ９ ９ ９ 年およ び２ ０ １ ４ 年の ２ 回（ 有効回答数２ ０ ， ８ ２ １ 人）

調査を 実施し た 。  

学校で 同性愛に つい て「 一切習っ て い な い 」 と 回答し た 割合は 、 １ ９

９ ９ 年調査で は 全体の ７ １ ． ０ ％、 ２ ０ １ ４ 年調査で は ６ １ ． ４ ％で あ

り 、「 異常な も の と し て 習っ た 」 と 回答し た 割合は、 １ ９ ９ ９ 年調査で は

７ ． ３ ％、 ２ ０ １ ４ 年調査で は ５ ． ７ ％、「 否定的情報」 と 回答し た 割合

は 、 １ ９ ９ ９ 年調査で は １ ２ ． ９ ％、 ２ ０ １ ４ 年調査で は ２ ０ ． ０ ％、

「 肯定的情報」 と 回答し た 割合は、 １ ９ ９ ９ 年調査で は ７ ． ９ ％、 ２ ０

１ ４ 年調査で は ７ ． ０ ％で あ っ た （ 甲Ａ ３ ８ ９ ［ ５ 頁］）。  

こ の 結果に つい て 日高教授は「 １ ９ ９ ９ 年か ら １ ５ 年の 歳月を 違え た

２ ０ １ ４ 年の 調査 結果に おい て も 全 体の ９ 割弱が 教育 現場で 同性愛 に

つい て 不適切な 情報提供や対応を さ れて おり 、 異性愛以外の 性的指向を

取り 巻く 教育環境は 抜本的に 変化し て い な い と 言え る だ ろ う 。」（ 甲Ａ ３

８ ９ ［ ５ 頁］） と 述べる 。  

 

イ  い じ め 被害経験 

日高教授が ２ ０ １ ６ 年に 実施し た 調査で は 、 ゲ イ 男性の ５ ８ ． ５ ％、

バイ セ ク シ ュ ア ル男性の ５ ３ ． ２ ％に 、 小中高の い ずれ か で い じ め 被害

経験が あ っ た （ 甲Ａ ３ ８ ９ ［ ５ 頁］、 図２ 、 図３ ）。  

日高教授は 、「 社会内で 形成さ れ内面化さ れた『 男ら し さ ・ 女ら し さ 』

と い っ た 価値観と 少し で も 異な る 性別表現（ 言葉遣い やし ぐ さ 、 色の 好

みや服装等） が あ れば、 子ど も の 人間関係に おい て そ こ を 見逃さ ず、 い

じ め の 発生へと つな が っ て い る 。（ 甲Ａ ３ ８ ９ ［ ５ 頁］）」 と 指摘する 。  

 

ウ  自殺未遂の 生涯経験率・ 自殺未遂リ ス ク の 高さ  
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１ ９ ９ ９ 年に 実施し た 調査で は 、 １ ９ ９ ９ 年当時、 ゲ イ ・ バイ セ ク シ

ュ ア ルの 男性当事者の う ち １ ５ ． １ ％に 自殺未遂経験が あ る こ と が 確認

さ れ、 ２ ０ ０ ５ 年に 実施し た 調査で も 同集団対象の 自殺未遂経験率は１

４ ％と 高率の ま ま で あ っ た （ 甲Ａ ３ ８ ９ [ ６ 頁] ）。  

ま た 、 日高教授が ２ ０ ０ １ 年に 厚生労働省エ イ ズ 対策研究事業の 一環

と し て 実施し た 、 性的指向を 分析軸に 若者の 自殺未遂に 関連する 要因を

検証し た 調査で は 、 異性愛者で はな い 男性の 自殺未遂経験率は、 異性愛

男性と 比べて ５ ． ９ ８ 倍高い こ と が 確認さ れた（ 甲Ａ ３ ８ ９ ［ ６ 頁］、 図

６ ）。  

さ ら に 、 日高教授は 特筆すべき 点と し て 、 カ ミ ン グ ア ウ ト の 人数が 増

え る 程自殺未遂リ ス ク が 高ま っ て い る こ と を 指摘し 、 カ ミ ン グ ア ウ ト し

た 相手 か ら の 拒絶 や周囲 の 人に 言い ふら さ れ て し ま っ た と い っ た 経 験

が 関連し て の こ と で あ ろ う と 推察し て い る 。  

 

エ  メ ン タ ルヘルス ・ 自傷行為 

２ ０ １ ４ 年に 実施し た 調査で は 、 ゲ イ ・ バイ セ ク シ ュ ア ル男性の メ ン

タ ル ヘル ス に つい て 、 抑う つや不安の 心理尺度で あ る Ｋ ６ 2を 用い て 調

査を 行っ た 。 上記調査で は 、 点数の 合計が ５ 点以上と な る 場合、 回答者

の 心身の 不調が 示唆さ れる が 、 点数が ５ 点以上と な っ た 回答者で あ る ゲ

イ ・ バイ セ ク シ ュ ア ル男性の 割合は 全体で ５ ２ ． ９ ％と な り 、「 メ ン タ ル

ヘルス の 不調が ど の 年齢層に おい て も 顕著で あ っ た 」 こ と が 報告さ れて

い る （ 甲Ａ ３ ８ ９ ［ ９ 頁］）。  

ま た 、 ２ ０ １ ９ 年に 、 ゲ イ ・ バイ セ ク シ ャ ル男性の みな ら ず、 Ｌ Ｇ Ｂ

 

2 点数が 高く な る ほ ど 精神的な 問題が あ る 可能性が 示さ れる 心理尺度。 ５ 点以上を

心理的ス ト レ ス 反応相当、 ９ 点以上を 気分・ 不安障害相当、 １ ３ 点以上を メ ン タ ル

ヘルス 症状の 重症群と 判断する こ と が 多い 。  

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
【リンクはご自由にお貼りください】
東京二次訴訟上告審提出の書面です。



21 

 

Ｔ Ｑ 当事者全体を 対象と し て 、 そ の メ ン タ ルヘルス 状況に つい て 再度Ｋ

６ を 用い て 調査を 実施し た と こ ろ 、 陽性群と 重症群を 合わ せた 割合は全

体で ６ ３ ． ５ ％と い う 結果と な っ た （ 甲Ａ ３ ８ ９ ［ ９ 頁］）。  

首都圏男子中高生の 自傷行為経験率は７ ． ５ ％で あ る と こ ろ 、 ２ ０ １

６ 年の 調査で は 、 １ ０ 代の ゲ イ 男性の 自傷行為経験率は １ ６ ． ９ ％、 バ

イ セ ク シ ュ ア ル男性の 自傷行為経験率は １ ５ ． ３ ％と 、 首都圏男子中高

生の 自傷行為経験率の ２ 倍以上で あ る こ と が 明ら か に な っ た 。 レ ズ ビ ア

ン やト ラ ン ス ジ ェ ン ダ ーの 自傷行為経験率はさ ら に 高く 、 １ ０ 代レ ズ ビ

ア ン に おい て は ４ ７ ． ８ ％、 バイ セ ク シ ュ ア ル女性で は ４ ２ ． １ ％、 ト

ラ ン ス 女性（ ＭＴ Ｆ ） ４ ２ ． ９ ％、 ト ラ ン ス 男性（ Ｆ Ｔ Ｍ） ５ ０ ． ０ ％

で あ っ た （ 甲Ａ ３ ８ ９ ［ ６ 頁］、 図４ ）。  

 

オ  カ ミ ン グ ア ウ ト 率 

２ ０ １ ４ 年調査で は 、 社会的な 差別や偏見を 背景に 、 ゲ イ ・ バイ セ ク

シ ュ ア ル男性の 親への 性的指向の カ ミ ン グ ア ウ ト 率は１ ９ ． ２ ％と 低率

で あ っ た 。 ２ ０ １ ９ 年調査に おい て も 、 ゲ イ 男性２ ３ ． ４ ％、 バイ セ ク

シ ュ ア ル男性９ ． ４ ％と 、 低率の ま ま で あ っ た （ 甲Ａ ３ ８ ９ ［ ８ 頁］）。 

 

( 2)  上記調査は 国に 報告さ れて い る こ と   

日高 教授 の 上 記調 査の 大半 は 厚 生労 働科 学研究費 補助 金に よ る も の

で 、 一連の 研究成果は国な ど が 設置する 研究成果発表会で の 発表や研究

報告書を 通じ て 厚生労働省に 報告さ れて い る （ 甲Ａ ３ ８ ９ ［ ３ 頁］）。  

ま た 、 ２ ０ １ ２ 年４ 月、 日高教授は当時与党で あ っ た 民主党の 国会議

員と 、 内閣府、 厚生労働省、 文部科学省な ど の 担当者が 出席する 自殺対

策総合大綱５ 年目の 見直し の た め の 検討会で 、 ゲ イ ・ バ イ セ ク シ ュ ア ル

男性を 対象に し た 調査結果な ど を 報告し 、 自殺未遂リ ス ク の 高い 集団と
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し て 、 同集団を 盛り 込む必要性を 提言し た （ 甲Ａ ３ ８ ９ ［ ３ 頁］）。  

 

( 3)  社会状況の 変化に よ る 自殺未遂リ ス ク の 変化  

日高教授は 、 マ ス コ ミ に おけ る Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ Ｑ に 対する 好意的あ る い は 少

な く と も 中立的な 情報の 量が 増加し た 時期に 関し 、 東京オ リ ン ピ ッ ク 開

催の 機 運が 高 ま っ て い た 頃の ２ ０ １ ４ 年１ ２ 月に オ リ ン ピ ッ ク 憲章 の

「 い か な る 種類の 差別も 受け る こ と な く 差別を 受け る こ と が な く 」 と い

っ た 文脈に 人種や性別に 並行する 形で 性的指向が 盛り 込ま れた こ と 、 ２

０ １ ５ 年４ 月の「 性同一性障害に 係る 児童生徒に 対する き め 細やか な 対

応の 実施等に つい て 」 と 題する 文部科学省通知や、 同年１ １ 月の 東京都

渋谷区と 世田谷区の パート ナ ーシ ッ プ 制度の 導入さ れ た こ と を 踏ま え 、

「 ２ ０ １ ５ 年以降と 思わ れる 」（ 甲Ａ ３ ８ ９ ［ ８ 頁］） と 指摘する 。  

 し か し 、 そ の 翌年の ２ ０ １ ６ 年調査で も 「 異性愛男性の 自殺未遂リ ス

ク を 1 と する と 、そ れに 比し て 異性愛女性の 自殺未遂リ ス ク はほ ぼ同程

度で あ り 、 レ ズ ビ ア ン は ３ ． ３ 倍、 ゲ イ ２ ． ６ 倍、 バイ セ ク シ ュ ア ル男

性２ ． ３ 倍、 バ イ セ ク シ ュ ア ル女性３ ． ４ 倍、 ト ラ ン ス 女性４ ． ２ 倍、

ト ラ ン ス 男性４ ． ８ 倍、 ＭＴ Ｘ ３ ． ２ 倍、 Ｆ Ｔ Ｘ ３ ． ３ 倍、 そ の 他の セ

ク シ ュ ア リ テ ィ の 男性２ ． ９ 倍、 そ の 他の セ ク シ ュ ア リ テ ィ の 女性２ ．

７ 倍」（ 甲Ａ ３ ８ ９ ［ ７ 頁］） と の 結果と な っ た 。  

すな わ ち 、 ２ ０ ０ １ 年調査に おい て 異性愛男性と 比較し て ５ ． ９ ８ 倍

と 示さ れた ゲ イ ・ バイ セ ク シ ュ ア ル男性の 自殺未遂リ ス ク は 、 １ ５ 年を

経て 、 社会状況の 変化に よ り 性的少数者が 可視化さ れ、 性的少数者に 対

し て 好 意的あ る い は 少な く と も 中立 的な マ ス コ ミ に お け る 情 報量が 増

加する よ う に な っ て も な お、 異性愛男性に 比し て ゲ イ 男性で ２ ． ６ 倍、

バイ セ ク シ ュ ア ル男性で ２ ． ３ 倍の 高さ で あ る こ と が 確認さ れた の で あ

る 。  
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そ の 背景と し て 、 ２ ０ １ ６ 年調査で「 職場や学校で セ ク シ ュ ア ルマ イ

ノ リ テ ィ に 対し て 差別的な 言動を 聞い た 経験は 全体で ７ １ ． ６ ％で あ り 、

極端な 地域差や年齢差はな く 、 ど の 地域や年齢層に おい て も 、 ほ ぼ同程

度に 差別的な 言動を 見聞き する 経験が あ っ た 。」（ 甲Ａ ３ ８ ９ ［ ８ 頁］） と

報告さ れて おり 、 性的少数者が カ ミ ン グ ア ウ ト を する こ と が 困難な 状況

が 示さ れて い る 。  

 

( 4)  小括 

以上の と おり 、 上記調査結果か ら 、 社会状況の 変化に よ り 性的少数者

の 自殺未遂リ ス ク が 相対的に 減少し て は い る も の の 、 法律を 含む社会制

度の 根本的な 変化が な い た め 、 性的少数者の 生き づら さ の 一因で あ る ス

テ ィ グ マ が 今な お根強く 残存し 、 解消に は至っ て い な い こ と が 示さ れた 。 

 

４  差別感情の 悪循環 

 こ れ ま で 、 一般市民や公人で あ る 議員か ら も 、 性的少数者に 対する 差

別発言が 発せら れて き た（ 原告ら 第６ 準備書面１ ０ 頁か ら １ ５ 頁、 甲Ａ

２ ２ １ 、 ２ ２ ２ 、 ２ ２ ３ 、 ２ ２ ４ 、 ２ ２ ７ 、 ２ ２ ８ 、 ２ ２ ９ 、 ２ ３ ０ 、

２ ３ ２ ）。例え ば、２ ０ １ ５ 年１ １ 月末に は神奈川県海老名市議が 同性愛

者を 「 生物の 根底を 変え る 異常動物」 と Ｓ Ｎ Ｓ に 投稿し 、 ２ ０ ２ １ 年５

月に は 、「 性的指向及び性同一性に 関する 国民の 理解増進に 関する 法律」

に つい て の 自民党の 会合内で「 道徳的に Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ は 許さ れな い 」 等の 差

別発言が さ れた 。  

 こ れ ら の 性的少数者に 対する 差別発言は、 性的少数者の 尊厳を 傷つけ

る 。ま た 、そ れだ け で な く 、こ の よ う な 差別発言が 繰り 返さ れる こ と で 、

性的少数者は、 自身の 性的指向・ 性自認が 明ら か に な れば、 好奇の 目に

さ ら さ れ、 自身の 存在を 否定する 言動に 曝さ れる 危険が あ る と 考え 、 自
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身の 性的指向・ 性自認を 隠し て 生き て い か ざ る を え な く な る （ 甲Ａ ４ ３

４ [ ３ ２ １ 頁] ）。  

そ し て 、 性的少数者が 自身の 性的指向・ 性自認を 隠し て 生き て い く こ

と で 、社会の 中で は ま すま す性的少数者の 存在が 不可視化さ れ、「 異質な

も の 」「 社会的に 認め ら れ な い 誤っ た も の 」「 異性愛者よ り も 劣る も の 」

と い っ た 性的少数者に 対する ス テ ィ グ マ の 再生産・ 助長・ 固定化と い う

悪循環が 生ずる 。  

こ の こ と は 、 本訴訟の 上告人ら の よ う に 、 実際に 権利の 実現に 向け て

声を 上げた 当事者に 対し て 浴びせら れた「 異常者は 分を 弁え 、 社会規範

に 従っ て 生き る べき 」（ 甲Ａ ２ ３ ０ ［ ９ 頁］）、「 見せし め に 同性愛者を 片

っ 端か ら 逮捕し て 懲ら し め る べき 」（ 甲Ａ ２ ３ ２ ［ ９ 頁］） 等の コ メ ン ト

の 存在か ら も 裏付け ら れる 。  

 

５  ま と め  

上 告人 ら の 供述 や 日 高教 授 に よ る 行 動 疫学 調 査の 結 果 か ら 明 ら か な

と おり 、 ス テ ィ グ マ は性的少数者の 人格的生存に 甚大な 影響を 与え て い

る 。  

ま た 、 ス テ ィ グ マ の 影響を おそ れて 性的少数者が 自身の 性的指向・ 性

自認を 隠し て 生き て い く こ と で 、 ま すま す性的少数者は 社会内で 不可視

化さ れ 、「 異質な も の 」、「 社会的に 認め ら れな い 誤っ た も の 」、「 異性愛者

よ り も 劣る も の 」 と い う ス テ ィ グ マ の 再生産・ 助長・ 固定化の 悪循環が

生じ る 。  

そ し て 、 性的少数者に 対する ス テ ィ グ マ を 再生産・ 助長・ 固定化さ せ

る 大き な 要素の 一つと し て 、 現行の 法律婚制度か ら の 排除が あ る 。 後述

の と おり 、 現行の 法律婚制度か ら の 排除は 、 法律上同性の カ ッ プ ルに 対

する 「 社会に 承認さ れる に 値し な い 、 異常で 劣っ た も の 」 と い う ス テ ィ
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グ マ を 社会に 根付か せ、 性的少数者の 尊厳を 傷つけ 、 そ の 人格的生存を

脅か し て い る 。  

 

第３  現行の 法律婚制度か ら の 排除が 、 性的少数者に 対する ス テ ィ グ マ の

大き な 要因に な っ て い る こ と  

１  はじ め に  

第２ で 述べた と おり 、 性的少数者は、 多数派で あ る シ ス ジ ェ ン ダ ーの

異性愛 者と 異 な る 性的指 向又は 性自 認と い う 属性 に 伴 う 負の イ メ ー ジ

に よ っ て 差別の 対象と な っ て おり 、 様々な 形で 発露する ス テ ィ グ マ の 影

響で そ の 生存に 著し い 支障を き た し て い る 。  

そ の 中で も 、 本件諸規定が 現行の 法律婚制度か ら 法律上同性の カ ッ プ

ルを 排除し 、 婚姻し て い る 法律上異性の カ ッ プ ルと 同等の 社会的承認を

与え な い こ と と し て い る こ と は 、 性的少数者で あ る 法律上同性の カ ッ プ

ルに 対する 「 社会に 承認さ れる に 値し な い 、 異常で 劣っ た も の 」 で あ る

と い う ス テ ィ グ マ を 社会に 根付か せ、 助長・ 固定化さ せる 、 大き な 要因

と な っ て い る 。 そ の 結果、 性的少数者の 尊厳が 傷つけ ら れ続け て い る の

で あ る （ 訴状７ ４ 頁か ら ７ ６ 頁）。  

以下、 本件諸規定が 法律上同性の カ ッ プ ルを 現行の 法律婚制度か ら 排

除し て い る こ と に よ り 、 ス テ ィ グ マ が 助長・ 固定化さ れる こ と 及びそ の

影響の 具体的内容に つい て 述べる 。  

 

２  性的少数者の 存在が 社会的に 「 な い も の 」 と し て 扱わ れる こ と  

法律上同性の カ ッ プ ルは現行の 法律婚が 認め ら れな い こ と は 、 そ の 関

係が 法的な 保障を 受け ず、社会に 公示さ れる こ と が な い 、「 存在し な い 」

も の と し て 扱わ れる こ と を 意味する 。  

そ の こ と を 如実に 示す例と し て 、 国勢調査に おけ る 法律上同性の カ ッ
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プ ルの 取扱い が あ げら れる 。国勢調査は ５ 年に １ 度実施さ れ、直近で は 、

２ ０ ２ ０ 年９ 月１ ４ 日か ら １ ０ 月７ 日の 期間、 実施さ れた 。 同調査は 、

子育て 支援施策、 高齢者福祉対策、 防災計画の 策定、 都市交通計画の 策

定な ど 様々な 行政上の 施策の 決定に 利用さ れる も の で あ り 、 そ の た め に

世帯の 構成（ 単独世帯、 夫婦の み世帯、 夫婦と 子ど も か ら 成る 世帯等の

比率）、 未婚率、 年齢別労働力率等を 調査する も の で あ る 。  

法律上同性の カ ッ プ ルの 法律婚推進団体の 調査に よ り 、 上記国勢調査

に おい て 、 法律上同性の カ ッ プ ルの 存在が 反映さ れな い 構造に な っ て い

る こ と が 明ら か と な っ た 。 すな わ ち 、 国勢調査で は 世帯主と 同じ 世帯に

住む人と の「 続き 柄」 を 答え る と こ ろ 、 法律上異性の カ ッ プ ルの 世帯員

を 「 配偶者」 と 答え た 場合、 内縁・ 事実婚の 男女カ ッ プ ル で あ っ て も 、

「 夫婦」 と 集計さ れる こ と と な る 。 他方、 法律上同性の 世帯員を 「 配偶

者」 と 答え た 場合、 別の 選択肢で あ る 「 他の 親族」 と し て 集計さ れる こ

と と な り 、 法律上同性の カ ッ プ ルは 婚姻関係と し て 数え ら れな い の で あ

る 。 こ れに 対し て 性的少数者の 権利向上を 目指す各種団体が 共同で 法律

上同性の カ ッ プ ルを 調査対象と し て 集計・ 発表する よ う 要望書を 出し た

が（ 甲Ａ ４ ４ ４ ）、 結局、 そ の 要望は受け 入れら れず、 国が 具体的な 対応

を と る こ と は な か っ た 。  

こ の よ う に 、 本来国民の 実態を 調査すべき 国勢調査に おい て も 法律上

同性の カ ッ プ ルの 存在はい か に そ の 実態が 内縁・ 婚姻関係と 同一で あ っ

て も 認識さ れず、 施策決定に おい て そ の 存在を 無視さ れ て い る 。  

すな わ ち 、 実際に は 社会に 存在し て い る 法律上同性の カ ッ プ ルの 生活

実態を 、 施策決定と い っ た 国民生活に 直結する 事項の 判断に おい て 、 国

は認識すら し よ う と し て い な い の で あ る 。  

こ の よ う な 法律上同性の カ ッ プ ルの 存在を 無視する 国の 態度は、 性的

少数者に 対する 「 社会に 承認さ れる に 値し な い 」 と い う ス テ ィ グ マ を 助
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長・ 固定化さ せる 。  

 

３  本件 諸規 定が 現行 の 法 律婚 制度 か ら 法律 上同性の カ ッ プ ル を 排 除し

て い る こ と に よ り 上告人ら が 受け た ス テ ィ グ マ の 具体例 

本件 諸規 定が 現行 の 法 律婚 制度 か ら 法律 上同性の カ ッ プ ル を 排 除し

て い る こ と に よ り 上告人 ら 性的 少数 者は 様々な ス テ ィ グ マ の 影響を 受

け て い る 。  

 

( 1)  周囲か ら の 迫害・ 拒否的反応 

前述の と おり 、 ス テ ィ グ マ は 、 性的少数者に 対する 拒否的反応・ 嫌が

ら せと い っ た 形で 発露する こ と も あ り 、 性的少数者に 精神的苦痛を 与え

た り 、 当事者の 社会生活を 阻害する と い っ た 不利益を 生じ さ せる が 、 こ

れは、 本件諸規定が 現行の 法律婚制度か ら 法律上同性の カ ッ プ ルを 排除

し て い る こ と と の 関係で も 生じ る 。  
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( 2)  パート ナーと の 関係性を 周囲に 明か せな い 苦し み 

ス テ ィ グ マ の 影響で 、 差別や偏見の 対象と な る こ と を おそ れ、 周囲に

自身の 性的指向・ 性自認を 打ち 明け ら れな い 性的少数者の 中に は 、 パー

ト ナ ーと の 関係性を 周囲に 明か せな い こ と で 、 精神的苦痛を 抱え た り 、

必要な 支援を 受け ら れずに 苦し むこ と も あ る 。  
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( 3)  パート ナーと の 関係を 周囲か ら 認め ら れな い 苦し み 

法律上同性の カ ッ プ ルに 対する 無理解や偏見（ ス テ ィ グ マ ） に よ り 、

パート ナーと の 関係を 周囲か ら 認め て も ら え ず、 孤立し た り 、 精神的苦

痛や不安を 抱く 性的少数者も い る 。  
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( 4)  内在化さ れた ス テ ィ グ マ に よ る 苦し み 

前述の と おり 、性的少数者自身が ス テ ィ グ マ を 内在化さ せ（ すな わ ち 、

社会に 存在する 負の イ メ ージ や差別意識を 内面化さ せ）、 心理的ス ト レ

ス 等を 抱え る 現象も ま た 、 ス テ ィ グ マ に よ っ て 生じ る 不利益の 一つで あ
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る が 、 こ れは 、 本件諸規定が 現行の 法律婚制度か ら 法律上同性の カ ッ プ

ルを 排除し て い る こ と と の 関係で も 生じ る 。  
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４  ま と め  

本件 諸規 定が 法律 上の 同性 カ ッ プ ル を 現 行の 法律 婚制 度か ら 排 除し

て い る こ と は 、 性的少数者で あ る 法律上同性の カ ッ プ ルに 対する 「 社会

に 承認さ れる に 値し な い 、 異常で 劣っ た も の 」 で あ る と い う ス テ ィ グ マ

を 社会に 根付か せる 大き な 要因と な っ て い る 。 そ し て 、 現行の 法律婚制

度に よ っ て 、 法律上同性の カ ッ プ ルに 対する ス テ ィ グ マ が 社会に 根付く

だ け で な く 、 助長・ 固定化さ れ続け る こ と で 、 性的少数者の 平穏な 日常

生活の 維持が 阻害さ れ、 性的少数者に 精神的苦痛を 生じ さ せる 。  

以上の と おり 、 上記ス テ ィ グ マ に よ っ て 生じ る 様々な 不利益に よ り 上

告人ら を 含め た 性的少数者の 人格的生存が 脅か さ れて おり 、「 個人の 尊

厳（ 憲法１ ３ 条）」 が 侵害さ れる 事態が 生じ て い る 。  

 

第４  現 行の 法律 婚制 度か ら の 排除 に よ る ス テ ィ グ マ 解消 に 向 け た 婚姻

制度に よ る 社会的承認の 必要性 

１  ス テ ィ グ マ 解 消の た め に は 法律 を は じ め と する 社 会的 シ ス テ ム の 中

で の 対応が 不可欠で あ る こ と  

で は 、 ス テ ィ グ マ 解消の た め に ど の よ う な 措置が 必要な の で あ ろ う か 。 

こ の 点に 関し 、 前述の 日高教授は 、「 性的指向と 性自認の 多様性が 認
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め ら れな い ばか り か 、 法律に よ っ て も 保護さ れて おら ず、 平等な 扱い が

確保さ れ る こ と な く 差別 的取り 扱い が 看過さ れ て い る こ と は 改め て 言

及する ま で も な い 事実で あ る 。 筆者が ２ ０ 年に 渡り 実施し て き た 一連の

調査か ら 示さ れ る Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ Ｑ の 当事 者が 直面する 生き づら さ を 軽減 さ

せる た め に は 、法律を は じ め と する 社会的シ ス テ ム の 中に 異性愛以外の

性的指向を 肯定的に 捉え て い く こ と 、異性愛者と 平等な 扱い を し て い く

こ と 、 多様な 性自認の 有り 様を 尊重し て い く こ と 、 こ れら の 取組と 周知

を 繰り 返し 行っ て い く こ と で あ る 。 法の 整備を 通じ て こ れら の 課題を 国

民に 啓発する こ と が 叶い 、 意識を 変容さ せ新た な 価値観と 規範を 涵養し

て い く こ と を 通じ て 、 多 様性を 尊重 する 社会の 実 現に 寄与す る で あ ろ

う 。」（ 甲Ａ ３ ８ ９ ［ ９ 頁］）（ 下線太字は 上告人ら 訴訟代理人に よ る ） と 、

性的少数者の 生き づら さ ・ 社会生活上の 不利益を 解消する た め に は 、 法

律を は じ め と する 社会的 シ ス テ ム の 中で 性的少数 者を マ ジ ョ リ テ ィ と

平等な 扱い を 保障する こ と が 必要で あ る と 述べる 。  

２ ０ ２ ３ 年６ 月に 、 性的指向及びジ ェ ン ダ ーア イ デン テ ィ テ ィ の 多様

性に 関する 国民の 理解の 増進に 関する 法律が 成立し た 。 同法第１ 条は 、

性的指 向及び ジ ェ ン ダ ー ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 多様 性に 関する 国民の 理

解が 十分で な い 現状に 鑑みた 上で 、 国民の 理解を 増進し 、 多様性に 寛容

な 社会の 実現に 資する こ と を 目的と し て い る 。 こ の よ う に 、 立法府を 含

む国も 性的少数者に 対する 社会の 理解が 十分で な い こ と 、 すな わ ち 、 性

的少数 者への ス テ ィ グ マ が 社会 に 根 強く 残っ て い る こ と を 認 識し て い

る 。 ま た 、 同法４ 条で は国の 責務と し て「 性的指向及びジ ェ ン ダ ーア イ

デン テ ィ テ ィ の 多 様性に 関する 国民 の 理解の 増進 に 関 する 施 策を 策 定

し 、 及び実施する よ う 努め る も の と する 。」 と 定め て おり 、 こ の こ と か ら

も 、 法律を は じ め と する 社会的シ ス テ ム の 中で 性的少数者に 対する ス テ

ィ グ マ を 解消 さ せ て い く こ と が 国の 重大な 責務で あ る こ と が 明ら か で
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あ る 。  

ま た 、憲法学の 大家で あ る 安西文雄教授は、法律や政府の 行為に は「 物

的側面」、 すな わ ち 特定の 属性の 人々に 対し て 権利利益が 与え ら れ な い 、

と い う 側面の みな ら ず、「 表現的側面」、 すな わ ち そ の 特定の 属性の 人々

に は 劣 等で あ る と い う ス テ ィ グ マ を 押し 付け る こ と に よ り 心 理的な 害

悪を 蒙ら せる 側面が あ る と 指摘する （ 甲Ａ ３ ６ ０ ）。  

一定 の 属 性に 関す る 法 規範 の 誤 り が 社会 に おけ る 当該 属性 への 差別

意識を 受容・ 醸成する こ と は 、 婚外子相続分差別違憲決定（ 最大決平成

２ ５ 年 ９ 月４ 日民 集６ ７ 巻６ 号 １ ３ ２ ０ 頁） およ びか つて の 合憲決 定

（ 最大決平成７ 年７ 月５ 日） に ふさ れ た 反対意見で も 指摘さ れ て い る 。

婚外子 の 相続 差別 を 合憲 と し た 最大 決平成７ 年７ 月５ 日民集 ４ ９ 巻 ７

号１ ７ ８ ９ 頁で は 、「 非嫡出子の 法定相続分を そ れぞ れ二分の 一と 定め

て い る こ と は 、 非嫡出子を 嫡出子に 比べて 劣る も の と する 観念が 社会的

に 需要さ れる 余地を つく る 重要な 一原因と な っ て い る 」 と の 反対意見が

付さ れた（ 中島敏次郎裁判官ほ か ４ 裁判官に よ る も の ）。 ま た 、 婚外子の

相続差別を 違憲と 判断し た 前掲最大決平成２ ５ 年９ 月４ 日は 、 嫡出子と

非嫡出子と の 相続分に 差異を 設け る 民法の 規定の「 存在自体が そ の 出生

時か ら 嫡出で な い 子に 対する 差別意識を 生じ さ せか ねな い 」 こ と も 考慮

し た 上で 、 か か る 区別に は 合理的根拠が 存在し な い 旨判断し て い る 。  

以上の と おり 、 一定の 属性に 関する 法規範の 誤り を 放置する こ と は 、

法的権利利益を 与え ら れな い と い う 不利益を 生じ さ せる だ け で な く 、 一

定の 属性に 対する 社会内の ス テ ィ グ マ を 助長・ 強化さ せる 。  

そ し て 、 法規範の 誤り が 是正さ れな い こ と は、 一定の 属性に 対する ス

テ ィ グ マ を 公権力が 肯定し て い る と い う メ ッ セ ージ を 発する 。 こ の よ う

な メ ッ セ ージ が 公権力か ら 発せら れて い る 環境下で は、 よ り 強く ス テ ィ

グ マ が 社会に 根差し 、 誤っ た 法規範を 民主的過程（ 多数決） の 中で 是正
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する こ と が ま すま す困難に な っ て 、 よ り ス テ ィ グ マ が 助長・ 強化さ れる

と い う 悪循環に 陥る 。  

ま た 、 一定の 属性に 対する ス テ ィ グ マ を 公権力が 肯定する メ ッ セ ージ

を 発する と 、 一定の 属性を 有する 者やそ の 支援者ら 個人の 努力で は 強化

さ れた ス テ ィ グ マ に 対抗で き ず、 民主的過程を 通じ て ス テ ィ グ マ を 解消

する こ と が 著し く 困難に な る 。  

一定の 属性に 関する 法規範の 誤り が 是正さ れれば、 少な く と も ス テ ィ

グ マ の 助長・ 強化は 停止さ れる た め 、 ス テ ィ グ マ 解消に 向け て 一定の 効

果が 期待で き る 。 ま た 、 法規範の 誤り が 是正さ れる こ と で 、 一定の 属性

に 対する 負の イ メ ージ （ ス テ ィ グ マ ） を 公権力が 否定する こ と に な る 。 

そ し て 、 公権力が 一定の 属性に 対する ス テ ィ グ マ を 否定し 、 ス テ ィ グ

マ 解消に 向け た 個人レ ベルで の 働き か け も 肯定さ れる こ と で 、 はじ め て 、

民主的過程を 通じ て 社会内の ス テ ィ グ マ を 解消する こ と が で き る 。  

こ の た め 、 個人レ ベルで の 働き か け も 、 ス テ ィ グ マ 解消の た め に 必要

な 要素で は あ る も の の 、 法律を は じ め と する 社会的シ ス テ ム の 中で の 対

応が 、 根本的な ス テ ィ グ マ 解消の た め に 不可欠と な る 3。  

 

２  現行の 法律婚制度か ら の 排除に よ る ス テ ィ グ マ の 解消に は 、 現行の 法

律婚の 享有主体性を 法律上同性の カ ッ プ ルに も 認め る 以外の 選択肢が

 

3 ス テ ィ グ マ の 解消の た め 、 法律を はじ め と する 社会シ ス テ ム の 中で の 対応を と っ

て い る 例と し て 、 障害を 理由と する 差別の 解消の 推進に 関する 法律（ 平成２ ５ 年法

律第６ ５ 号）、 部落差別の 解消の 推進に 関する 法律（ 平成２ ８ 年法律第１ ０ ９ 号）、

「 本邦外出身者に 対する 不当な 差別的言動の 解消に 向け た 取組の 推進に 関する 法律

（ 平成２ ８ 年法律第６ ８ 号）」 が あ る 。 ま た 、 性別を 理由と する 差別解消の 観点か

ら は「 雇用の 分野に おけ る 男女の 均等な 機会及び待遇の 確保等に 関する 法律（ 昭和

４ ７ 年法律第百十三号）」、「 女性の 職業生活に おけ る 活躍の 推進に 関する 法律（ 平

成２ ７ 年法律第６ ４ 号）」、 労働基準法第４ 条（ 男女同一賃金の 原則） な ど が あ る 。  
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な い こ と  

上告 人ら 法律 上同 性の カ ッ プ ル と 法 律上 異性同士 の カ ッ プ ル の 生活

実態に 差異は な い（ 原告ら 第１ ８ 準備書面１ ２ ～１ ６ 頁、 原告ら 第１ ９

準備書面４ ～９ 頁、 原告ら 第２ ０ 準備書面８ ～１ ４ 頁、 原告ら 第２ １ 準

備書面７ ～１ ３ 頁、 原告ら 第２ ２ 準備書面４ ～６ 頁、 原告ら 第２ ３ 準備

書面４ ～６ 頁、 原告ら 第２ ４ 準備書面９ ～１ ２ 頁）。  

そ し て 、 法律上異性同士の カ ッ プ ルと 生活実態が 変わ ら な い に も か か

わ ら ず、 法律上同性の カ ッ プ ルが 現行法律婚制度か ら 排除さ れて い る こ

と で 、 前述の と おり 、 性的少数者に 対する ス テ ィ グ マ が 助長・ 固定化さ

れて い る 。  

ま た 、 前述の と おり 、 ス テ ィ グ マ に よ っ て 生じ る 様々な 不利益に よ り

上告人ら を 含め た 性的少数者の 人格的生存が 脅か さ れ て おり 、「 個人の

尊厳（ 憲法１ ３ 条）」 が 侵害さ れる 事態が 生じ て い る 。  

法律上異性同士の カ ッ プ ルと 生活実態が 変わ ら な い 以上、 法律上同性

の カ ッ プ ルも 法律上異性同士の カ ッ プ ルと 同様に 、 望む相手と 親密な 関

係を 築き 、 そ の 関係性が 社会的に 承認さ れる こ と 、 すな わ ち 現行の 法律

婚の 享有主体性を 法律上異性同士の カ ッ プ ル の みに 認め る の で は な く 、

法律上同性同士の カ ッ プ ルに も 認め る こ と が 、 性的少数者に 対する ス テ

ィ グ マ の 解消の た め に 不可欠と な る 。  

そ し て 、 法律上同性の カ ッ プ ル に 婚姻と 異な る 別制度を 適用し よ う と

する こ と は 、 性的少数者に 対する ス テ ィ グ マ を か え っ て 助長・ 強化さ せ

る おそ れが あ る 。  

こ の こ と は 、 上告人福田の ア メ リ カ で の 経験か ら も 明ら か で あ る 。  

上告人福田は 「『 別の 制度』 と い う 話が 出た と き に い つも 思い 出すの

が 、 ア メ リ カ で 生活し て い た と き に 習っ た 黒人分離政策の こ と で す。 ア

メ リ カ で 黒人の 奴隷制度が 廃止さ れた 際に 、『 奴隷制度は 廃止する け れ
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ど 、 黒人分離政策は 行う 』 と し て 、 レ ス ト ラ ン も ト イ レ も 、 水飲み場も

違う し 、 バス も 違う 、 学校も 違う と い う 状況だ っ た そ う で す。 同じ サ ー

ビ ス は 提供する け れど 、 別々で すよ 、 住む地域も 異な り ま すよ 、 と い う

も の で す。『 黒人を 分離し て も 、 待遇が 同じ で あ れば平等』 な の か ど う

か 、 すな わ ち 『 分離すれど も 平等』 "s epar at e but  equa l "な ら 差別で は

な い の か と い う 話で す。 私は、 ア メ リ カ の 歴史と し て 習い 、『 こ れは差別

だ 』、 と 教わ り ま し た 。 同性同士の カ ッ プ ル に も 婚姻と は 別の 制度が あ

ればい い の で は な い か 、 と い う の は、 黒人分離政策と 同じ で す。 分離は

差別で はな い 、 別の 制度で い い の だ と 言わ れる と 、 怒り の 感情が 湧き ま

す。（ 甲Ｄ １ ［ １ ３ 頁］）」 と 述べる 。  

上告人福田が 述べる 過去の 黒人分離政策か ら も 明ら か な と おり 、 同じ

社会サ ービ ス を 提供し て も 、 特定の 属性を 分離し て 扱う こ と は差別で あ

る 。 そ し て 、 こ の よ う な 差別的取り 扱い は 、 た と え 同じ 社会サ ービ ス を

提供し て い て も 、「 異質な 存在」「 多数派よ り 劣っ た 存在」 と い う 特定の

属性に 対する ス テ ィ グ マ を 助長・ 強化さ せる 。  

こ の た め 、「 個人の 尊厳」 に 反する 状態を 是正し 、 ス テ ィ グ マ を 解消し

て 性的少数者の 人格的生存を 保障する た め に は 、 別制度で は な く 、 法律

上異性同士の カ ッ プ ルと 同様に 、 そ の 関係性が 婚姻に よ り 社会的に 承認

さ れる こ と が 不可欠と な る 。  

以上 

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
【リンクはご自由にお貼りください】
東京二次訴訟上告審提出の書面です。


